
 

一
頁 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
三
条
第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
（
同
法
第
百
六
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
も
含
む
。
）
及
び
第
百
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
送

法
施
行
規
則
及
び
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

●
● 

●
● 

 
 

放
送
法
施
行
規
則
及
び
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に
表
現
の
自
由
享
有

基
準
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
別
紙
２
） 



 

二
頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
還
元
目
的
積
立
金
の
計
算
方
法
） 

第
三
十
二
条
の
二 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
四
号
の
注
５
の
規
定
に
基
づ
き
対
象
事
業
年
度
の
収
入
支
出
決
算
表

の
欄
外
に
記
載
し
た
前
期
繰
越
金
の
額
か
ら
当
該
収
入
支
出
決
算
表
上
の
一
般
勘
定
の
前
期
繰
越
金
受
入
れ
の

額
を
減
じ
て
得
た
額
か
ら
、
対
象
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
予
算
書
上
の
一
般
勘
定
の
事
業
支
出
の

額
に
百
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
協
会
が
必
要
と
認
め
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
が
零
を
上
回
る
額

で
あ
る
場
合
は
、
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額

は
、
対
象
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た

額
及
び
当
該
上
回
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

（
還
元
目
的
積
立
金
の
計
算
方
法
） 

第
三
十
二
条
の
二 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
四
号
の
注
４
の
規
定
に
基
づ
き
対
象
事
業
年
度
の
収
入
支
出
決
算
表

の
欄
外
に
記
載
し
た
前
期
繰
越
金
の
額
か
ら
当
該
収
入
支
出
決
算
表
上
の
一
般
勘
定
の
前
期
繰
越
金
受
入
れ
の

額
を
減
じ
て
得
た
額
か
ら
、
対
象
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
予
算
書
上
の
一
般
勘
定
の
事
業
支
出
の

額
に
百
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
協
会
が
必
要
と
認
め
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
が
零
を
上
回
る
額

で
あ
る
場
合
は
、
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額

は
、
対
象
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た

額
及
び
当
該
上
回
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

（
保
有
基
準
割
合
） 

第
二
百
七
条 

［
略
］ 

［
２ 

略
］ 

３ 

一
の
者
に
係
る
特
定
集
団
が
一
の
特
定
放
送
対
象
地
域
の
全
部
又
は
一
部
に
お
い
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に

よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
い
ず
れ
の
特
定
放
送
対
象
地
域
に
お
い

て
も
二
を
超
え
な
い
場
合
（
当
該
合
計
に
含
ま
れ
る
広
域
放
送
に
係
る
放
送
系
の
数
が
一
を
超
え
な
い
場
合
に

限
る
。
）
に
お
け
る
当
該
一
の
者
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地

上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
特
別
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な

す
。 

［
４
・
５ 

略
］ 

（
保
有
基
準
割
合
） 

第
二
百
七
条 

［
同
上
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

一
の
者
に
係
る
特
定
集
団
が
一
の
特
定
放
送
対
象
地
域
の
全
部
又
は
一
部
に
お
い
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に

よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計
が
い
ず
れ
の
特
定
放
送
対
象
地
域
に
お
い

て
も
一
を
超
え
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
者
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
特
別
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
該
当
し
な

い
も
の
と
み
な
す
。 

 

［
４
・
５ 

同
上
］ 

別
表

第
六

十
四

号
（

第
201

条
関

係
）
 

外
国
人
等
に
よ
る
議
決
権
の
保
有
制
限
等
に

係
る

規
定

の
遵

守
状

況
の

報
告

書
 

［
略

］
 

［
表

略
］
 

［
（

注
１

）
・

（
注
２
）
 
略
］
 

（
注

３
）

 
記

載
の

事
業
年

度
に

係
る

第
203

条
第

１
号

に
規

定
す
る

外
国

人
等

直
接

保
有

議
決

権
割

合
又

は

外
国

人
等
保
有
議
決
権
割
合
に
変
更
が
な
い
も
の

で
あ

つ
て

、
別

表
第

六
十

号
の

１
の

（
注
３

）
に

規
定

す
る
様
式
の
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
も
の
の

全
て

に
つ

い
て

記
載

し
、

変
更

内
容

を
証
す

る
も

の
と

し
て
同
様
式
を
添
付
す
る
こ
と
。
こ
の
と
き

、
変

更
箇

所
に

※
印

を
付

し
、

備
考

欄
又
は

余
白

に
変

更
年
月
日
を
記
載
し
、
当
該
注
に
お
い
て
当
該
様

式
の

内
容

を
証

す
る

書
類

と
し

て
添
付

す
る

こ
と

と
さ
れ
て
い
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

［
（

注
４

）
・

（
注
５
）
 
略
］
 

別
表

第
六

十
四

号
（

第
201

条
関
係
）
 

外
国

人
等

に
よ
る
議
決
権
の
保
有
制
限
等
に
係
る
規
定
の
遵
守
状
況
の
報
告
書
 

［
同

左
］
 

［
表

同
左

］
 

［
（

注
１

）
・

（
注

２
）

 
同
左
］
 

（
注

３
）

 
記

載
の

事
業

年
度
に

係
る

第
203

条
の

４
第

１
号

に
規
定

す
る

外
国

人
等
直

接
保

有
議

決
権

割
合

又
は

外
国

人
等

保
有
議
決
権
割
合
に
変
更
が
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
別
表
第
六
十
号
の
１
の
（
注
３

）
に

規
定

す
る

様
式
の
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
も
の
の
全
て
に
つ
い
て
記
載
し
、
変
更
内
容
を
証
す

る
も

の
と

し
て

同
様
式
を
添
付
す
る
こ
と
。
こ
の
と
き
、
変
更
箇
所
に
※
印
を
付
し
、
備
考
欄
又
は

余
白

に
変

更
年

月
日
を
記
載
し
、
当
該
注
に
お
い
て
当
該
様
式
の
内
容
を
証
す
る
書
類
と
し
て
添
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
て
い
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

［
（

注
４

）
・

（
注

５
）

 
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



三
頁

（
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例
に
関
す
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

第
二
条

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に
表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例
に
関
す

る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

四
頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
通
則
） 

第
八
条 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
（
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請
者
等
（
二
以
上
の
者
が
申
請
者
に
対
し
て
支

配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
者
ご
と
の
申
請
者
等
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
場
合
（
当
該
申
請
者
等
が
認
定
放
送
持
株
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会

社
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
又
は
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会

社
が
次
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
基
幹
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

一 

申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系
の
数
の
合
計

が
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

当
該
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
一
の
放
送
対
象
地
域
の
全
部
又
は
一

部
に
お
い
て
申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系

の
数
の
合
計
（
ロ
の
放
送
系
の
数
の
合
計
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
ロ
の
放
送
系
の
数
の
合
計
を

加
え
た
数
が
、
い
ず
れ
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
も
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

［
ロ 

略
］ 

ハ 

当
該
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
一
の
放
送
対
象
地
域
の
全
部
又
は
一

部
に
お
い
て
申
請
者
等
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
し
使
用
す
る
放
送
系

の
数
の
合
計
が
、
い
ず
れ
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
も
二
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
に

含
ま
れ
る
広
域
放
送
に
係
る
放
送
系
の
数
は
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

［
二
～
十 

略
］ 

（
通
則
） 

第
八
条 

［
同
上
］ 

      

一 

［
同
上
］ 

 

イ 

当
該
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
重
複
し
な
い
こ
と

。 

  

［
ロ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

   ［
二
～
十 

同
上
］ 

（
認
定
放
送
持
株
会
社
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
） 

第
九
条 

法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
五
号
ハ
の

認
定
放
送
持
株
会
社
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
認
定
放
送

持
株
会
社
と
す
る
。
た
だ
し
、
基
幹
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

一 

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
条
各
号
（
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ

及
び
ロ
、
第
三
号
、
第
四
号
ロ
並
び
に
第
七
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
ロ

の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

［
三
～
五 

略
］ 

（
認
定
放
送
持
株
会
社
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
） 

第
九
条 

［
同
上
］ 

   

一 

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
条
各
号
（
第
一
号
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ

、
第
三
号
、
第
四
号
ロ
並
び
に
第
七
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
前
条
第
一
号
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
ロ
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

［
三
～
五 
同
上
］ 

（
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
例
） 

第
十
二
条 

［
略
］ 

２ 

認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
対

す
る
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、

「
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
が
い
ず
れ
も
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の

（
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
例
） 

第
十
二
条 

［
同
上
］ 

２ 

認
定
放
送
持
株
会
社
等
が
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
に
対

す
る
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
及
び
ハ
の
規
定
中
「
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
が
い
ず
れ
も
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務



 

五
頁 

業
務
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。 

［
３
・
４ 
略
］ 

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。 

［
３
・
４ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

六
頁 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


